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中央環境審議会自然環境部会（第 13回）議事要旨 

（東日本大震災関連部分） 
 

 

１．開催日時：平成 23 年７月 11日（月）14：00～16：00 

２．開催場所：経済産業省別館 1028 会議室 

３．報告事項議事経過 

（１）東日本大震災について 

委 員：「三陸復興国立公園（仮称）」については意欲的な取組みで、ありがたいと思って

いる。今回の震災により、失われた干潟、藻場があるが、新しく干潟や藻場が形成

されることもあるかもしれない。それらを十分に調査し、柔軟に保護地域を設定し

ていただきたい。 

委 員：震災の写真記録については、日付だけではなく時間及び潮位まで明らかにすべき。

また、避難場所については、想定外に津波の被害が及ぶ可能性があるため、さらに

高台に行ける避難経路を作るべき。 

委 員：「三陸復興国立公園（仮称）」は、利用に比重を置いた内容と見受けられる。これ

は、従来の保護と利用を両輪とする自然公園制度で進めていくのか、それとも、新

しい枠組で進めていくのか。 

委 員：他省庁との施策と重複する感がある上、環境省が得意とする生物多様性の視点が

入っていないように思われるため、提案を期待したい。 

委 員：環境省単独で全部行うように聞こえる。しかし、これは政府全体で行うべきで、

その中で環境省らしい観点を盛り込むことが重要。普及啓発を適切に行い、国民の

支持に基づく施策となるようにすべき。 

委 員：三陸地域は、今回の大震災前にも津波等の被害に遭っている。このような地域の

歴史を掘り起こして、自然の驚異を学ぶことができる国立公園として欲しい。 

委 員：三陸の美しい海の保全のため、国立公園に海洋保護区をどのように取り込むかが

重要。国立公園の海洋保護区の案を広く設定して、そのあり方を個別の地域毎に協

議会により考えていくことが大切。 

委 員：今回の津波で、里山である松林が大きな被害を受けた。松林の再生を民間企業が

ＣＳＲ活動として行うよう誘導し、それを復興のための民間参画パートナーシップ

として位置づけるべきではないか。 
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事務局：「三陸復興国立公園（仮称）」は、東日本大震災復興構想会議の提言に示された東

北の国立公園等の地域観光資源の活用を通じた復興ということの、具体的な案とし

て、位置付けられるものと考えている。 

    地域の方々と十分相談しながら進める必要はあるが、その中でも国立公園の再編

については、それほど遅くはできないと思っている。まずは、現在の区域をベース

とした新しい国立公園の姿を、完全ではなくても早めに地元に示すことが重要と考

えている。具体的には、23 年度中にビジョンを作り、24 年度中に新国立公園の姿

を示したい。 

    なお、岩手県、宮城県の復興計画にも、新しい国立公園構想との連携が明記され

ており、すでに両県と情報交換を行ったところ。また、委員の皆様の御意見にあっ

たとおり、生物多様性等の環境省らしさをどのように盛り込んでいくのか、地域の

意見を入れながら検討していきたい。 

    海洋保護区に関しては、三陸地域で盛んな漁業の復興と非常に関わりが深く、地

域の漁業関係者らと十分話し合い、連携しながら進めていきたい。 

    震災の記録（モニタリング）については、漁業者に話をしながら一緒に行う体制

づくりができないかと考えている。 

    利用のウエイトが高いと感じる点については、長距離歩道が表に出ているからだ

と思うが、さっぱ船を活用したエコツーリズム等、各地にある様々な要素をつない

でいきたいと考えている。 

部 会 長：「三陸復興国立公園（仮称）」については、今回の部会では議論が尽くされてお

らず、さらに部会で議論の場を設けて欲しいと考える。 


